
 

様式第 11 号  

令和 2 年 9 月 18 日  

 

（宛先） Matsusaka-EMS 環境管理責任者  

Matsusaka-EMS   

外部環境監査チーム  

 

外部環境監査員 （氏名・印省略）  

 

外部環境監査報告書 

 

Matsusaka-EMS 外部環境監査の結果について、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査の日程 

  令和 2 年 9 月 1 日（火） 10 時 30 分 ～ 15 時 30 分  

   

２．監査の対象 

・企画振興部 飯高地域振興局  地域振興課  

・教育委員会事務局 西部教育事務所 飯南学校給食センター 

 

３．監査の内容 

  ①監査の対象期間  

   平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで 

 

  ②監査実施内容 

・Matsusaka-EMS シート 

・令和２年度内部環境監査実施報告書 

・令和２年度「Matsusaka-EMS」内部環境監査チェックリスト 

・活動量年間入力確認表 

・調達量年間入力確認表 等 

 

③監査方法  

・会議室におけるヒアリング 

・主管課管理施設における現地ヒアリング 

・資料の確認 

 

 

 

 

 

 



 

 ４．監査結果 

 (1)監査の概要 

全ての対象部署において、事前の質問事項に対し説明を受けエビデンスをチェッ

クする形式で行いました。また、監査中に気になる点について質問を実施し、チェ

ックを入れることも致しました。 

監査側の問いに対してはエビデンスをもって回答をいただきましたので、EMS 

が機能していると判断して良い状態が維持されていることが確認できました。 

 

当日外部環境監査出席者 

監査員  ：株式会社東海テクノ 

𠮷川 将史 

NTN株式会社 自動車事業本部 三雲製作所 

黒田 康之 

 

被監査部署：松阪市企画振興部飯高地域振興局 地域振興課 

尼子 宗成、岩出 久美子 

 

松阪市教育委員会事務局西部教育事務所  

飯南学校給食センター 

中林 穣太、一柳 成宏、大久保 順子 

 

事務局  ：環境生活部環境課 

下倉 基彦、山路 裕規、前川 嘉紀 

 

 

(2)監査の所見 

＜監査範囲全体＞ 

松阪市長が制定された環境方針は、全監査部署の事務所及び現場に掲示さ

れ、職員に周知されていることを確認しました。また、環境活動は、

Matsusaka-EMSシートにて各部門で取り組むべき環境活動計画が立てられて、

廃棄物削減や省エネに積極的活動に努めておられることを確認しました。上記

に加え今年度の外部監査の監査結果から、Matsusaka-EMSは適切及び有効に運

用されていることを確認し、大きな問題もありませんでした。 

 

＜企画振興部 飯高地域振興局 地域振興課＞  

飯高地域振興局 地域振興課の現場を確認いたしました。緊急事態

対応訓練についても重油タンクからの漏洩時に備えて実施されてお

り、Matsusaka-EMS は問題なく運用されていることが確認できまし

た。  

 

「好事例」  

飯高地域振興局内における事務所の電灯は集中管理されており一目



 

して利用の有無が確認できるように配慮されていました。また昼休憩

時には消灯されるなど、節電への意識も高く素晴らしい取り組みだと

感じました。  

屋外に設置されているリサイクルごみの集積場の内部も非常にきれ

いに整理整頓され好感が持てました。  

 

＜教育委員会事務局 西部教育事務所 飯南学校給食センター＞  

飯南学校給食センターの現場を確認いたしました。衛生上の観点よ

り、監査員は調理場へ入場せず、窓外より確認いたしました。調理場

は整理整頓され、作業を実施していないブースは消灯されるなど、省

エネへの取り組みが確認できました。  

 

「好事例」  

給食の調理で生じた調理くず等は、「フードリサイクル」への取り組

みとして、業者に委託することで農業用肥料とされており、環境への

貢献が確認されました。  

 

 

 (3)今後についての気付き  

飯南学校給食センターで運用されている Matsusaka-EMSシートには、その施

設で該当している環境法令等のみを記載し一覧表にて管理されていますので、

Matsusaka-EMS として適用している法令等の全体に対しての適用の有無が見え

にくく感じられます。今後は Matsusaka-EMSに適用している法令等の全てを記

載し、その中から当該施設における法令等への該当の有無を記載することを推

奨いたします。これにより Matsusaka-EMSへの適合性の全容が確認でき、また

今後増改築等により何かしらの法令等に関連するような事象が生じた際にも、

もれなくチェックできるかと思います。 

 また、法令等の適合性確認時に業務用冷凍庫がリストから 1台欠落しており

ましたので、管理の対象として追加お願いいたします。 

 最後に当施設内には、ボイラー用の重油タンクが存在しますので、重油漏洩

時等の緊急事態に備えた訓練を行うことを推奨いたします。 

 

＜前回気付き事項の確認＞  

前年度「Matsusaka-EMS 外部環境監査」の指摘事項への対応状況について

確認いたしました。前年度は 9件の指摘事項がありましたが、全て対応されて

おり問題はありませんでした。 

 


